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富山県告示第54号 

   県営土地改良事業計画に関する書類の縦覧について            

  土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により県営山田新用水 

地区土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、関係書類を 

次のとおり縦覧に供する。 

    平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一 

１ 縦覧に供すべき書類 

  県営山田新用水地区土地改良事業計画書の写し 

２  縦覧の期間 

毎週月.水.金曜日発行 
平成30年２月９日 

金 曜 日 
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    平成30年２月９日から 

    平成30年３月12日まで 

３  縦覧の場所 

  黒部市役所 

  教示 

 １  この土地改良事業計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第 

  87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、 

  富山県知事に対して審査請求をすることができます。 

  ２  この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の 

審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を 

知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい

て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴

えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起

算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ

ません。 

 

 

富山県告示第55号 

      県営土地改良事業計画に関する書類の縦覧について 

  土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により県営十二貫野地 

区土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、関係書類を次 

のとおり縦覧に供する。 

    平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一 

１  縦覧に供すべき書類 

    県営十二貫野地区土地改良事業計画書の写し 

２  縦覧の期間 

    平成30年２月９日から 
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    平成30年３月12日まで 

３  縦覧の場所 

  黒部市役所 

教示 

  １  この土地改良事業計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第 

  87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、 

  富山県知事に対して審査請求をすることができます。 

  ２  この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の

審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を

知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい

て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴

えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起

算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ

ません。 

 

 

富山県告示第56号 

      県営土地改良事業計画に関する書類の縦覧について 

  土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により県営今泉地区土 

地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、関係書類を次のと 

おり縦覧に供する。 

    平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

１  縦覧に供すべき書類 

    県営今泉地区土地改良事業計画書の写し 

２  縦覧の期間 

    平成30年２月９日から 

    平成30年３月12日まで 
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３  縦覧の場所 

  高岡市役所 

教示 

  １  この土地改良事業計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第 

  87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、 

  富山県知事に対して審査請求をすることができます。 

  ２  この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の 

審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を 

知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい 

て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴 

えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起 

算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ 

ません。 
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公     告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

土地改良区の役員の退任 

  氷見市土地改良区の役員であった次の者が平成29年12月31日退任した旨届出があ 

ったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により公告す 

る。 

  平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名      氏   名       住    所 

  理 事   柿 原   諭   氷見市十二町 2493番地 

 

 

特定非営利活動法人の定款変更認証の申請 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定による特定非 
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営利活動法人の定款変更認証の申請があったので、同条第５項において準用する同 

法第10条第２項の規定により次のとおり公告する。 

  平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 申請のあった年月日 

  平成30年１月21日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

  特定非営利活動法人無漏路 

３ 代表者の氏名 

  近藤 宗明 

４ 主たる事務所の所在地 

  富山県魚津市吉島 552番地８ 

５ 定款に記載された目的 

  この法人は、すべての高齢者及び障害者（児）に対して、居宅サービスやデイ 

ケアに関する事業を行い、地域福祉の増進に寄与することを目的とし、また、障

がい者が地域で自立し、充実した生活が送れる社会の実現を図るため、障がい者

の自立生活支援に関する事業を行い、ノーマライゼーション社会の実現に寄与す

ることを目的とする。 

 

 

富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 調達物品等の名称及び数量 

   富山県警察運転免許更新時講習用教本等 

  ア 運転免許更新時講習用教本   予定数量 132,000部 
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  イ 運転免許更新時講習用副読本  予定数量 132,000部 

 ⑵ 調達物品等の規格、機能、性能等 

   入札説明書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結日から平成31年３月31日まで 

 ⑷ 納入場所 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成29年富山県告示第 174号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れているものであること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平成29年富山県告示第 

   174号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書に示した規格、機能、性能等 

  に適合するものであることを証明する書類等（以下「応札仕様書等」という。） 

  を、４の⑴に掲げる入札書の提出場所へ提出しなければならない。 

   なお、提出した書類に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合 

  は、これに応じなければならない。 

 ⑵ 応札仕様書等の提出期限 

   平成30年２月21日 午後５時15分 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ 

  先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒930-8570 富山県富山市新総曲輪１番７号 
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         富山県警察本部警務部会計課調度係 

         電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   平成30年２月９日から同年２月16日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝 

  日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の午前８ 

  時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所におい 

  て希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   平成30年３月12日 午前10時 

 ⑷ 入札書の提出方法 

   直接持参又は郵便（郵便による場合は、書留郵便とし、提出期限までに必着 

  とすること。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札の日時 平成30年３月12日 １の⑴アに関するもの 午前10時 

                  １の⑴イに関するもの 午前10時30分 

 ⑵ 開札の場所 〒930-8570 富山県富山市新総曲輪１番７号 

               富山県警察本部９階 901会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。開札に 

  立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を４の⑴の機関に 

  届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 
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 ⑴ 入札書に記載する金額は、１部あたりの単価により行う。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の８に相当する額 

  を加算した金額（１銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者 

  であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 

   100に相当する金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、３の応札仕様書等の審査の結果、この公告及 

  び入札説明書に示した条件を満たすと認めた者であって、予定価格の制限の範 

  囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 ⑶ その他詳細は、入札説明書による。 

 

 

富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 借入物品等の名称及び数量  
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   自動車保管場所標章印字機 一式 

 ⑵ 借入物品等の規格、機能、性能等  

   入札説明書による。 

 ⑶ 借入期間  

   平成30年４月１日から平成35年３月31日まで（60か月） 

 ⑷ 借入場所  

   入札説明書による。 

 ⑸ 借入条件 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格   

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成29年富山県告示第 174号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れている者であること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平成29年富山県告示第 

   174号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札しようとする物品等の仕様が、入札 

  説明書に示した規格、機能、性能等に適合するものであることを証明する書類 

  等（以下「応札仕様書等」という。）を提出期限までに、４の⑴に掲げる入札 

  書の提出場所へ提出しなければならない。 

   なお、提出した応札仕様書等に関し、契約を担当する職員から説明を求めら 

  れた場合は、これに応じなければならない。 

 ⑵ 応札仕様書等の提出期限 

   平成30年２月19日 午後５時15分  

４ 入札書の提出場所等 
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 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合 

  わせ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部警務部会計課調度係 

         電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   平成30年２月９日から同年２月16日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝 

  日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の午前８ 

  時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所におい 

  て希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   平成30年３月２日 午前10時  

 ⑷ 入札書の提出方法 

   直接持参又は郵便（郵便による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着と 

  すること。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札日時 平成30年３月２日 午前10時 

 ⑵ 開札場所 〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

              富山県警察本部９階会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いの下で行う。開札に立 

  ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を４の⑴の機関に届 

  け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 
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  ⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 入札書に記載する金額は、入札しようとする物品等の１か月分の賃借料の金 

  額とする。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の８に相当する額 

を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する

金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、３の応札仕様書等の審査の結果この公告及び 

入札説明書に示した物品等を納入できると認めた者であって、予定価格の制限

の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ

ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関

係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 ⑶ その他詳細は、入札説明書による。 

 

 

富山中央警察署放置車両確認事務委託に係る一般競争入札の実施 

 富山中央警察署放置車両確認事務委託について、次のとおり一般競争入札を行う 

ので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により 

公告する。 
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  平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴  委託業務の名称 

   富山中央警察署放置車両確認事務 

 ⑵ 委託業務の内容等 

   入札説明書及び委託仕様書による。 

 ⑶ 委託期間 

   平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

 ⑷ 履行場所 

   富山中央警察署管轄区域 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  入札に参加する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成29年富山県告示第 174号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に、Ａ又 

  はＢの等級で登載されている者であること。 

 ⑶ 富山県の指名競争入札において指名停止期間中でない者であること。 

 ⑷ 道路交通法（昭和35年法律第 105号）第51条の８第１項の規定に基づく放置 

  車両の確認及び標章の取付けに関する事務に係る富山県公安委員会の登録を受 

  けており、入札参加資格確認時において同法第51条の13に規定する駐車監視員 

  資格者証の交付を受けている者を６名以上確保している者であること。 

 ⑸ 報奨・罰則に関する規程を設けている者であること。 

 ⑹ 機密漏えい防止に関する規程を設けている者であること。 

３ 入札参加資格の確認 

 ⑴ 入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書（以下「申請書」とい 

  う。）及び入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出し、入札に 
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  参加する資格の確認を受けなければならない。 

   なお、申請書若しくは資料を提出しない者又は入札に参加する資格がないと 

  認められた者は、入札に参加することができない。 

 ⑵ 申請書の書式は、入札説明書による。 

 ⑶ 資料は、次のとおりとする。 

  ア 道路交通法第51条の８第１項及び第６項の規定により通知された富山県公 

   安委員会の登録又は更新通知書の写し 

  イ ６名分以上の駐車監視員資格者証の写し 

  ウ 富山県知事からの物品等競争入札参加資格者決定通知書の写し 

 ⑷ 申請書及び入札説明書の交付期間 

   平成30年２月９日から同年２月19日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝 

  日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の午前９ 

  時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。 

 ⑸ 申請書及び資料の提出期間 

   平成30年２月13日から同年２月20日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝 

日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の午前９

時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。ただし、競争入札参加

資格審査を現に申請している者にあっては、⑶ウの書類は、開札時に提出する

こと。 

 ⑹ 申請書及び入札説明書の交付場所、申請書及び資料の提出場所並びに問合せ 

  先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部交通部交通指導課駐車対策係 

         電話 076-441-2211 

 ⑺ 提出方法 

   直接持参すること。 

 ⑻ 入札参加資格の確認の結果 

   入札参加資格の確認の結果は、平成30年２月23日までに申請者に文書で通知 

  する。 
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 ⑼ 委託仕様書の交付方法 

   平成30年２月23日から３月５日までの間（日曜日及び土曜日を除く。）の午 

  前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで、⑹に掲げる場所において 

  入札参加資格が有る旨の通知をした者に対し、無料で交付する。 

   なお、郵送による交付は行わない。 

 ⑽ その他 

  ア 資料の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 

  イ 提出された資料は、入札参加資格の有無の確認以外には使用しない。 

  ウ 提出された資料は、返却しない。 

  エ 提出した資料に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合は、 

   これに応じなければならない。 

４ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由説明 

 ⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由に 

  ついて説明を求めることができる。 

 ⑵ ⑴により説明を求める場合には、平成30年２月28日までに説明を求める旨を 

  記載した書面を持参により提出しなければならない。 

 ⑶ ⑵により書面が提出されたときは、平成30年３月５日までに文書により回答 

  する。 

 ⑷ ⑵の書面の提出場所は、３⑹に掲げる場所とする。 

５ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所 

   ３⑹に掲げる場所 

 ⑵ 入札書の提出期限 

   平成30年３月８日 午前９時50分 

 ⑶ 入札書の提出方法 

   直接持参すること。 

６ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札日時 

   平成30年３月８日 午前10時 
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 ⑵ 開札場所 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部２階 204会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者全員の立会いのもとで行う。開札に立 

  ち会うことができない入札参加者は、開札日の前日までに、その旨を３⑹の機 

  関に届け出るものとする。 

７ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

８ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ 虚偽の申請書又は資料を提出した者の入札 

 ⑶ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑷ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

９ 入札の方法 

  落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の８に相当する額を 

加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額） 

とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入 

札書に記載すること。 

10 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格 

  をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ

ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関

係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がいないときは、直ちに、再度の 
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  入札をすることがある。 

11 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す 

  る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 ⑷ その他詳細は、入札説明書等による。 

 

 

富山県警察本部交通部運転免許センターの原付講習業務委託に係る一般競争入札の 

実施 

 富山県警察本部交通部運転免許センターの原付講習業務委託について、次のとお 

り一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の 

６第１項の規定により公告する。 

  平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称及び数量 

   原付講習業務委託 一式 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書及び原付講習業務委託仕様書（以下「入札説明書等」という。） 

  による。 

 ⑶ 委託期間 

   平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

 ⑷ 委託業務の実施場所 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次に掲げる条件をすべて満たすこと。 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 
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  成29年富山県告示第 174号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、入札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れているものであること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平成29年富山県告示第 

   174号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

 ⑶ 入札説明書等に定める事業を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する 

  法人で、道路交通法施行規則第38条の３の規定による業務履行能力（講習を行 

  うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人）等に 

  ついて審査確認を受けた法人であること。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、資格審査確認申請書（以下「申請書」と 

  いう。）及び資格確認書類（以下「資料」という。）を⑷に掲げる申請書及び 

  資料の提出場所に提出し、入札に参加する資格の確認を受けた上、入札書を４ 

  の⑸に掲げる入札場所に持参し提出しなければならない。申請書若しくは資料 

  を提出しない者又は入札に参加する資格がないと認められた者は、入札に参加 

  できない。 

 ⑵ 資料は次のとおりとする。 

  ア 競争入札参加資格決定通知書の写し 

  イ 契約を履行する能力を有することが証明できる書類 

    過去に国又は地方公共団体に、本契約と同種、同等数以上の業務を提供し 

   たことを証明する書類（相手方、受託金額、業務内容の詳細、従業員数等） 

  ウ 本社及び県内各事務所（営業所）の組織及び体制 

  エ 社員及び従業員の採用方法及び研修、教養体制並びにその実施状況 

  オ 講習業務等に従事している社員及び従業員数 

  カ 本件業務受託の際の体制 

  キ 設立目的を記載した書類（定款等） 
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 ⑶ 申請書及び資料の提出期間 

   平成30年２月９日から同年２月23日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝 

  日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日」とい 

  う。）を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分 

  までとする。 

 ⑷ 申請書及び資料の提出場所 

  〒931-8562 富山市高島62番地１ 

        富山県警察本部交通部運転免許センター免許企画係 

        電話 076-441-2211 内線731-230 

 ⑸ 入札参加資格の確認結果 

   入札参加資格の確認の結果は、平成30年３月１日までに申請者に通知する。 

   なお、提出した書類等に関し、契約を担当する職員から説明を求められたと 

  きは、これに応じなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先（この公告 

  に関する事務を担当する室課の名称及び所在地） 

  〒931-8562 富山市高島62番地１ 

        富山県警察本部交通部運転免許センター免許企画係 

        電話 076-441-2211 内線731-230 

 ⑵ 入札説明書等の交付方法 

   平成30年２月９日から同年２月20日までの間（休日を除く。）の午前８時30 

  分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所において交 

  付する。 

 ⑶ 入札説明会の日時及び場所 

  ア 日時 平成30年２月16日 午後１時30分 

  イ 場所 〒931-8562 富山市高島62番地１ 

             富山県運転教育センター２階会議室 

 ⑷ 入札書の提出方法 

   入札の日時に入札場所へ入札書を持参して提出すること。 
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   郵便、電報又は電送による入札書の提出は認めない。 

 ⑸ 入札の日時及び場所 

  ア 入札日時 平成30年３月６日 午後３時 

  イ 入札場所 〒931-8562 富山市高島62番地１ 

               富山県運転教育センター２階会議室 

５ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

６ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ 虚偽の申請書又は資料を提出した者の入札 

 ⑶ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑷ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

７ 入札方法 

  落札金額は、入札書に記載された講習単価に 100分の８に相当する額を加算し 

た金額（１銭未満に端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とする 

ので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問 

わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載す 

ること。 

８ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出した者であって、講習単価が予定価格の制限の範囲内で 

  最低の価格をもって入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 



  20  平成 30年２月９日    富 山 県 報         第 4313号   

 

９ その他 

⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す 

 る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書等による。 

⑷  その他詳細は、入札説明書等による。 

 

 

富山県警察本部交通部運転免許センターの更新時講習業務委託に係る一般競争入札 

の実施 

 富山県警察本部交通部運転免許センターの更新時講習業務委託について、次のと 

おり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条 

の６第１項の規定により公告する。 

  平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称及び数量 

   更新時講習業務委託 一式 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書及び更新時講習業務委託仕様書（以下「入札説明書等」という。） 

  による。 

 ⑶ 委託期間 

   平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

 ⑷ 委託業務の実施場所 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次に掲げる条件をすべて満たすこと。 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成29年富山県告示第 174号）第１の規定に該当しない者であること。 
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 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、入札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れているものであること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平成29年富山県告示第 

   174号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

 ⑶ 入札説明書等に定める事業を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する 

  法人で、道路交通法施行規則第38条の３の規定による業務履行能力（講習を行 

  うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人）等に 

  ついて審査確認を受けた法人であること。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、資格審査確認申請書（以下「申請書」と 

いう｡）及び資格確認書類（以下「資料」という｡）を⑷に掲げる申請書及び資

料の提出場所に提出し、入札に参加する資格の確認を受けた上、入札書を４の

⑸に掲げる入札場所に持参し提出しなければならない。申請書若しくは資料を

提出しない者又は入札に参加する資格がないと認められた者は、入札に参加で

きない。 

 ⑵ 資料は次のとおりとする。 

  ア 競争入札参加資格決定通知書の写し 

  イ 契約を履行する能力を有することが証明できる書類 

    過去に国又は地方公共団体に、本契約と同種、同等数以上の業務を提供し 

   たことを証明する書類（相手方、受託金額、業務内容の詳細、従業員数等） 

  ウ 本社及び県内各事務所（営業所）の組織及び体制 

  エ 社員及び従業員の採用方法及び研修、教養体制並びにその実施状況 

  オ 講習業務等に従事している社員及び従業員数 

  カ 本件業務受託の際の体制 

  キ 設立目的を記載した書類（定款等） 

 ⑶ 申請書及び資料の提出期間 
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   平成30年２月９日から同年２月23日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝 

  日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日」とい 

  う。）を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分 

  までとする。 

 ⑷ 申請書及び資料の提出場所 

  〒931-8562 富山市高島62番地１ 

        富山県警察本部交通部運転免許センター免許企画係 

        電話 076-441-2211 内線731-230 

 ⑸ 入札参加資格の確認結果 

   入札参加資格の確認の結果は、平成30年３月１日までに申請者に通知する。 

   なお、提出した書類等に関し、契約を担当する職員から説明を求められたと 

  きは、これに応じなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先（この公告 

  に関する事務を担当する室課の名称及び所在地） 

  〒931-8562 富山市高島62番地１ 

        富山県警察本部交通部運転免許センター免許企画係 

        電話 076-441-2211 内線731-230 

 ⑵ 入札説明書等の交付方法 

   平成30年２月９日から同年２月20日までの間（休日を除く。）の午前８時30 

  分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所において交 

  付する。 

 ⑶ 入札説明会の日時及び場所 

  ア 日時 平成30年２月16日 午後２時30分 

  イ 場所 〒931-8562 富山市高島62番地１ 

             富山県運転教育センター２階会議室 

 ⑷ 入札書の提出方法 

   入札の日時に入札場所へ入札書を持参して提出すること。 

   郵便、電報又は電送による入札書の提出は認めない。 
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 ⑸ 入札の日時及び場所 

  ア 入札日時 平成30年３月６日 午後３時30分 

  イ 入札場所 〒931-8562 富山市高島62番地１ 

               富山県運転教育センター２階会議室 

５ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

６ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ 虚偽の申請書又は資料を提出した者の入札 

 ⑶ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑷ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

７ 入札方法 

  落札金額は、入札書に記載された各講習区分単価に100分の８に相当する額を 

 加算した金額（１銭未満に端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額） 

 とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である 

 かを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に 

 記載すること。 

８ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出した者であって、総額（個々の単価に予定数量を乗じた 

  価格の総合計額）が最低の額の入札を行った入札者を落札者とする。ただし、 

  個々の単価及び総合計額が各予定価格の制限の範囲内であることとする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 
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９ その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す 

  る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書等による。 

 ⑷  その他詳細は、入札説明書等による。 

 

 

富山県警察本部交通部運転免許センターの停止処分者等講習業務委託に係る一般競 

争入札の実施 

 富山県警察本部交通部運転免許センターの停止処分者等講習業務委託について、 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 

 167条の６第１項の規定により公告する。 

  平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称及び数量 

   停止処分者等講習業務委託 一式 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書及び停止処分者等講習業務委託仕様書（以下「入札説明書等」と 

  いう。）による。 

 ⑶ 委託期間 

   平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

 ⑷ 委託業務の実施場所 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次に掲げる条件をすべて満たすこと。 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成29年富山県告示第 174号）第１の規定に該当しない者であること。 
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 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、入札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れているものであること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平成29年富山県告示第 

   174号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

 ⑶ 入札説明書等に定める事業を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する 

  法人で、道路交通法施行規則第38条の３の規定による業務履行能力（講習を行 

  うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人）等に 

  ついて審査確認を受けた法人であること。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、資格審査確認申請書（以下「申請書」と 

  いう。）及び資格確認書類（以下「資料」という。）を⑷に掲げる申請書及び 

  資料の提出場所に提出し、入札に参加する資格の確認を受けた上、入札書を４ 

  の⑸に掲げる入札場所に持参し提出しなければならない。申請書若しくは資料 

  を提出しない者又は入札に参加する資格がないと認められた者は、入札に参加 

  できない。 

 ⑵ 資料は次のとおりとする。 

  ア 競争入札参加資格決定通知書の写し 

  イ 契約を履行する能力を有することが証明できる書類 

    過去に国又は地方公共団体に、本契約と同種、同等数以上の業務を提供し 

   たことを証明する書類（相手方、受託金額、業務内容の詳細、従業員数等） 

  ウ 本社及び県内各事務所（営業所）の組織及び体制 

  エ 社員及び従業員の採用方法及び研修、教養体制並びにその実施状況 

  オ 講習業務等に従事している社員及び従業員数 

  カ 本件業務受託の際の体制 

  キ 設立目的を記載した書類（定款等） 

 ⑶ 申請書及び資料の提出期間 
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   平成30年２月９日から同年２月23日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝 

  日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日」とい 

  う。）を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分 

  までとする。 

 ⑷ 申請書及び資料の提出場所 

  〒931-8562 富山市高島62番地１ 

        富山県警察本部交通部運転免許センター免許企画係 

        電話 076-441-2211 内線731-230 

 ⑸ 入札参加資格の確認結果 

   入札参加資格の確認の結果は、平成30年３月１日までに申請者に通知する。 

   なお、提出した書類等に関し、契約を担当する職員から説明を求められたと 

  きは、これに応じなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先（この公告 

  に関する事務を担当する室課の名称及び所在地） 

  〒931-8562 富山市高島62番地１ 

        富山県警察本部交通部運転免許センター免許企画係 

        電話 076-441-2211 内線731-230 

 ⑵ 入札説明書等の交付方法 

   平成30年２月９日から同年２月20日までの間（休日を除く。）の午前８時30 

  分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所において交 

  付する。 

 ⑶ 入札説明会の日時及び場所 

  ア 日時 平成30年２月16日 午後３時30分 

  イ 場所 〒931-8562 富山市高島62番地１ 

             富山県運転教育センター２階会議室 

 ⑷ 入札書の提出方法 

   入札の日時に入札場所へ入札書を持参して提出すること。 

   郵便、電報又は電送による入札書の提出は認めない。 



  平成 30年２月９日     富 山 県 報        第 4313号  27   

 

 ⑸ 入札の日時及び場所 

  ア 入札日時 平成30年３月６日 午後４時 

  イ 入札場所 〒931-8562 富山市高島62番地１ 

               富山県運転教育センター２階会議室 

５ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

６ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ 虚偽の申請書又は資料を提出した者の入札 

 ⑶ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑷ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

７ 入札方法 

  落札金額は、入札書に記載された各講習区分単価に 100分の８に相当する額を 

 加算した金額（１円未満に端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額） 

 とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である 

 かを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に 

 記載すること。 

８ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出した者であって、総額（個々の単価に予定数量を乗じた 

  価格の総合計額）が最低の額の入札を行った入札者を落札者とする。ただし、 

  個々の単価及び総合計額が各予定価格の制限の範囲内であることとする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 
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９ その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す 

  る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書等による。 

 ⑷  その他詳細は、入札説明書等による。 

 

 

富山県警察本部交通部運転免許センターの免許申請等補助業務委託に係る一般競争 

入札の実施 

 富山県警察本部交通部運転免許センターの免許申請等補助業務委託について、次 

のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 

 167条の６第１項の規定により公告する。 

  平成30年２月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称及び数量 

   免許申請等補助業務委託 一式 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書及び免許申請等補助業務委託仕様書（以下「入札説明書等」とい 

  う。）による。 

 ⑶ 委託期間 

   平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 

 ⑷ 委託業務の実施場所 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次に掲げる条件をすべて満たすこと。 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成29年富山県告示第 174号）第１の規定に該当しない者であること。 
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 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資 

  格の審査を受けた者であって、入札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年 

  富山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載 

  されているものであること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平成29年富山県告示第 

   174号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

 ⑶ 入札説明書等に定める事業を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する 

  法人で、道路交通法施行規則第31条の４の２の規定による業務履行能力（免許 

  関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認め 

  る法人）等について審査確認を受けた法人であること。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、資格審査確認申請書（以下「申請書」と 

  いう。）及び資格確認書類（以下「資料」という。）を⑷に掲げる申請書及び 

  資料の提出場所に提出し、入札に参加する資格の確認を受けた上、入札書を４ 

  の⑸に掲げる入札場所に持参し提出しなければならない。申請書若しくは資料 

  を提出しない者又は入札に参加する資格がないと認められた者は、入札に参加 

  できない。 

 ⑵ 資料は次のとおりとする。 

  ア 競争入札参加資格決定通知書の写し 

  イ 契約を履行する能力を有することが証明できる書類 

    過去に国又は地方公共団体に、本契約と同種、同等数以上の業務を提供し 

   たことを証明する書類（相手方、受託金額、業務内容の詳細、従業員数等） 

  ウ 本社及び県内各事務所（営業所）の組織及び体制 

  エ 社員及び従業員の採用方法及び研修、教養体制並びにその実施状況 

  オ 情報処理及び受付業務に従事している社員及び従業員数 

  カ 本件業務受託の際の体制 

  キ 設立目的を記載した書類（定款等） 

 ⑶ 申請書及び資料の提出期間 
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   平成30年２月９日から同年２月23日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝 

日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日」とい

う。）を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分

までとする。 

 ⑷ 申請書及び資料の提出場所 

  〒931-8562 富山市高島62番地１ 

        富山県警察本部交通部運転免許センター免許企画係 

        電話 076-441-2211 内線731-230 

 ⑸ 入札参加資格の確認結果 

   入札参加資格の確認の結果は、平成30年３月１日までに申請者に通知する。 

   なお、提出した書類等に関し、契約を担当する職員から説明を求められたと 

  きは、これに応じなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先（この公告 

  に関する事務を担当する室課の名称及び所在地） 

  〒931-8562 富山市高島62番地１ 

        富山県警察本部交通部運転免許センター免許企画係 

        電話 076-441-2211 内線731-230 

 ⑵ 入札説明書等の交付方法 

   平成30年２月９日から同年２月20日までの間（休日を除く。）の午前８時30 

  分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所において交 

  付する。 

 ⑶ 入札説明会の日時及び場所 

  ア 日時 平成30年２月16日 午後４時30分 

  イ 場所 〒931-8562 富山市高島62番地１ 

             富山県運転教育センター２階会議室 

 ⑷ 入札書の提出方法 

   入札の日時に入札場所へ入札書を持参して提出すること。 

   郵便、電報又は電送による入札書の提出は認めない。 
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 ⑸ 入札の日時及び場所 

  ア 入札日時 平成30年３月６日 午後４時30分 

  イ 入札場所 〒931-8562 富山市高島62番地１ 

               富山県運転教育センター２階会議室 

５ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

６ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ 虚偽の申請書又は資料を提出した者の入札 

 ⑶ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑷ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

７ 入札方法 

  落札金額は、入札書に記載された単価に 100分の８に相当する額を加算した金 

 額（１銭未満に端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とするので、 

 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 

 見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載するこ 

 と。 

８ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出した者であって、入札書に記載された単価が予定価格の 

  制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

９ その他 
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 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す 

  る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書等による。 

 ⑷  その他詳細は、入札説明書等による。 
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